
　　　　　　　　　主　　　　文
　　　　　原判決を取消す。
　　　　　被控訴人は控訴人に対し、金四〇万円及びこれに対する昭和四〇年二月
一四日より右完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。
　　　　　控訴人のその余の請求を棄却する。
　　　　　訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
　　　　　この判決は控訴人において金一〇万円の担保を供するときは、控訴人勝
訴部分に限り仮に執行することができる。
　　　　　　　　　事　　　　実
　控訴代理人等は「原判決を取消す、被控訴人は控訴人に対し金四〇万円及びこれ
に対する昭和三九年四月三〇日より右完済に至るまで年五分の割合による金員を支
払え、訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする」との判決並びに仮執行の
宣言を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。
　当事者双方の事実上の陳述、証拠の提出、援用、書証の認否は左記に附加訂正す
る外、原判決事実摘示のとおりであるから、ここにこれを引用する。
　一、　控訴代理人等の主張
　（一）　仮に本件手形の振出人欄の記名押印が訴外Ａによるものてあるとしで
も、訴外有限会社黄金モータース部品商会は有名無実の会社であるから、右会社の
代表取締役たる被控訴人としてはいたずらに約束手形を振出し第三者に不測の損害
を与えないようその職務の執行をなすべき義務があるのにかかわらず、右会社の取
締役である訴外Ａに右会社の実権、職務執行を任せたまま同人をして不渡になるこ
とが自明であり、支払う意思がないのに、（振出後改印している）本件約束手形を
代行して振出させたのは被控訴人の職務を行うにつき重大な過失があつたものとい
らべく、これにより控訴人は損害を蒙つたのであるから被控訴人に賠償義務があ
る。
　（二）　仮に、訴外Ａに本件約束手形を振出す代行権限がなかつたものであると
するも、被控訴人は右会社代表取締役として他の取締役である訴外Ａの職務執行を
監督し不当な行為の行われることを未然に防止する義務があり、且つ又会社の行つ
たことを証する会社代表者印の保管に意を用い万が一にも冒用され、第三者に不慮
の損害を与えないよう善管注意義務があるにもかかわらず、本店所在地とは名のみ
の他の会社の自動車置場の小屋の机の中に放置したまますてておき、この間他の取
締役である訴外Ａに自由に使用され、且つ銀行への改印届が右Ａによつてなされて
いるのも知らず放置していた事実は取締役としての職務執行につき重大な過失があ
つたのであるから、控訴人の蒙つた損害につき賠償義務がある。
　二、　被控訴代理人の主張
　（一）　被控訴人の本業が司法書士であることは認めるが、被控訴人はかつて自
動車部品関係の商取引に関与した経験者である。
　（二）　訴外会社の代表者印が放置されていたことはない。自動車置場が訴外会
社の臨時の本店事務所であり、右代表者印は一定の場所に保管されていたものであ
つて、訴外Ａが右代表者印を濫りに取り出し改印をなしたり冒用したものである。
　（三）　訴外会社は自動車部品販売を目的として創立したものであり、会社の実
権は専ら被控訴人が掌握し、訴外Ａに代理権を授与したことはない。
　証拠として、控訴代理人等は甲第四号証を提出し、証人Ａ同Ｂ及び被控訴本人の
各尋問を求め、被控訴代理人は右甲第四号証の成立を認めた。
　　　　　　　　　理　　　　由
　一、　被控訴人が司法書士を本業とするものであり、訴外有限会社黄金モーター
ス部品商会（以下黄金モー夕ースと略称する）の代表取締役であることは当事者間
に争のないところである。
　しかして有限会社黄金モータース部品商会代表取締役Ｆなる記名とその名下の印
影が右訴外黄金モータースのゴム印及び代表者印により顕出されたことにつき争な
く、その余の部分については原審並びに当審証人Ａの証言により訴外Ａにおいて作
成したと認められる甲第一号証、原審並びに当審証人Ｂ、原審証人Ｃの各証言によ
り成立を認めらる同第二号証の一ないし四、同第三号証と、原審並びに当審証人
Ａ、同Ｂ、原審証人Ｃの各証言並びに被控訴本人の原審並びに当審における尋問の
結果を綜合すれば、次の事実が認められる。
　訴外黄金モータースは昭和三九年三月三〇日資本金八〇万円で自動車修理並びに
部品の販売とこれに附帯する一切の業務を目的として設立され、被控訴人が代表取
締役に訴外Ａ同Ｄが取締役に訴外Ｅが監査役にそれぞれ就任し、名古屋市ａ区ｂ町



ｃ丁目ｄ番地所在の前記Ａが代表取締役をしている訴外Ａ急送有限会社（以下Ａ急
送と略称する）の自動車置場に本店を設置し、同年四月二五・六日頃まで操業しそ
の後は休業状態にあつたこと、ところが訴外Ａは自己が代表取締役をしている訴外
Ａ急送の控訴人に対する自動車買受代金債務の支払に窮し、その分割払の支払に代
えて、訴外黄金モータース振出名義の約束手形を交付して一時を糊塗しようと企て
るにいたつたこと、かくて訴外Ａは同年四月二八日訴外黄金モータース本店事務所
の机の中に鍵もかけずに放置してあつた右訴外会社代表取締役Ｆ名義のゴム印と代
表者印をとりよせ、被控訴人不知の間に約束手形用紙の振出人欄に右ゴム印と印章
を押捺した上、控訴人主張のごとき額面四〇万円支払期日昭和三九年六月三〇日な
る振出人黄金モータース名義の本件約束手形を作成し、訴外Ａ急送の代表者として
裏書欄に記名押捺の上、控訴会社に差入れたこと、しかるに右訴外Ａはその後右代
表者印の紛失を理由に被控訴人不知の間に取引銀行たる福徳相互銀行名古屋支店に
訴外黄金モータース代表者印の改印届をなしたため、右約束手形を訴外Ａ急送より
裏書譲渡をうけた控訴人において支払期日に支払場所に右手形を呈示して支払を求
めたところ、印鑑相違を理由に支払を拒絶され、訴外Ａ急送も支払不能の状況にあ
つたため控訴人としては振出人、裏書人のいずれよりも右約束手形金の支払をうけ
うれず額面金額相当の損害を蒙つた。以上の各事実が認められ、右認定に反する証
拠はない。
　二、　ところで控訴人は被控訴人が訴外黄金モータースの代表取締役として本件
不渡手形の振出につき悪意又は重大な過失があつたから損害賠償責任がある旨主張
し、被控訴人は有限会社の代表取締役には合名会社、合資会社のごとき個人責任は
ない旨主張するが、有限会社の代表取締役と雖も職務執行にあたり悪意又は重大な
過失のあつた場合には有限会社法第三〇条の三により取締役個人として第三者に対
し賠償責任あることは言うまでもないから、以下被控訴人の訴外黄金モータース代
表取締役としての職務執行にあたり悪意又は重大な過失があつたか否かについて考
察する。
　（一）　控訴代理人は被控訴人が訴外Ａと共謀の上訴外黄金モータースが支払能
力並びに支払意思がないのに、訴外Ａ急送より債権取立を困難ならしめるため本件
手形を振出した旨主張するが、被控訴人において訴外Ａと共謀の上控訴人主張のご
とき意図の下に本件手形を振出した事実を認むべき証拠はなく、却つて前記認定事
実よりみれば本件手形の振出は訴外Ａにおいて被控訴人に無断で訴外黄金モーター
スのゴム印及び代表者印を冒用してなしたものというべきであり、被控訴人が訴外
Ａと共謀の上本件手形を振出したこと、すなわち被控訴人にその職務執行につき悪
意があつたとは認められず、これを前提とする控訴人の主張は失当というほかはな
い。
　（二）　次に控訴代理人は被控訴人において訴外Ａに訴外黄金モータースの実
権、職務執行を任せ、本件約束手形を代行して振出させたのは被控訴人の取締役と
しての職務を行うにつき重大な過失があつた旨主張しているけれども、被控訴人が
訴外Ａに訴外黄金モータースの実権職務執行を一任し約束手形振出の代行権限を与
えていたことを認めるに足る証拠はない。尤も前示甲第三号証には控訴人主張のご
とく「被控訴人が訴外黄金モータースの経営上の詳細は聞知せず事実上の社長はＡ
氏である」旨の記載があるが、右は被控訴本人の原審並びに当審における尋問の結
果と対比してたやすく措信しがたく、その他に控訴人の右主張を首肯するに足る証
拠はない。
　従つて控訴人の被控訴人において訴外Ａに会社の実権職務執行を任せ本件手形を
代行して振出させたことを前提とする主張も採用の限りでない。
　（三）　更に控訴代理人は被控訴人において（１）代表取締役として他の取締役
である訴外Ａの職務執行を監督し不当な行為の行われることを未然に防止する義務
があり、（２）会社代表者印の善管注意義務があるのに、これを怠つた点に職務執
行につき重大な過失があると主張するのでこの点について考察する。
　有限会社の取締役に対する監督機関は社員総会であることに鑑みれば、定款の定
めた社員総会の決議により取締役が代表取締役の統轄のもとに業務執行をなしうる
権限を与えられているとき、または取締役が商業使用人たる地位を兼ねているとき
のようにかかる地位にもとづく取締役の業務執行についてそれを監視する任務が代
表取締役に課せられているなど特段の事情のある場合をのぞけば、代表取締役とい
う資格のみで直ちに他の取締役の職務執行を監督する責任があるものとは言いえな
い。しかして右のごとき特段の事情につきなんら主張立証のない本件においては被
控訴人において代表取締役として他の取締役たる訴外Ａの職務執行を監督する義務



がある旨の控訴人の主張は失当というべきである。
　<要旨第一>しかしながら前記認定のごとく代表者印を本店所在地とは名のみで他
の会社の自動車置場の小屋の机の中に</要旨第一>鍵もかけずに放置したまま、これ
が保管につき善管義務を尽さず、そのため訴外Ａに自由にこれを使用された結果、
本件手形が振出され、しかもその後銀行への改印届が訴外Ａによつてなされたこと
も知らずに放置していたのは代表取締役として会社財産保管義務に欠くること甚し
きものがあるというのほかなく、有限会社法第三〇条の三所定の取締役が職務を行
うにつき重大な過失があつた場合に該当するといわねばならないから、被控訴人に
おいて控訴人の蒙つた損害を賠償する義務あるものといらべきである。
　三、　ところで控訴人はその蒙つた損害たる約束手形金四〇万円とこれに対する
昭和三九年四月三〇日以降の年<要旨第二>五分の割合による遅延損害金の支払を求
めるのであるが、有限会社取締役の第三者に対する責任は有限会社法</要旨第二>第
三〇条の三の規定にもとづく特別責任というべく、不法行為を理由とするものでは
ないからその請求をうけたときに遅滞に附せられる筋合であり、従つて控訴人の本
訴請求は被控訴人に対し金四〇万円及びこれに対する本件訴状送達の翌日なること
記録上明らかな昭和四〇年二月一四日以降年五分の割合による遅延損害金の支払を
求める限度において正当として認容し、その余は失当として棄却すべきである。
　よつて右と結論を異にする原判決は取消を免れないから民事訴訟法第三八六条、
第九六条、第九二条、第八九条、第一九六条第一項を適用して主文のとおり判決す
る。
　（裁判長裁判官　成田薫　裁判官　黒木美朝　裁判官　辻下文雄）


